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第１条（会員） 

本人会員は、本特約及びセディナCFカード会員規約を承認の上、入会を申し込みます。 

 

第２条（提携会社） 

セディナCFカード会員規約第１条の提携会社をスズキ株式会社（以下「スズキ」という）とします。 

 

第３条（カード） 

セディナCFカード会員規約第２条⑴に定めるカードをスズキカードとし、次の２種類とします。 

① 会社とMastercard Asia/Pacific Pte. Ltd.（以下「Mastercard」という）との提携に基づくMastercard機能を有する 

「スズキ・Mastercardカード」 

② 会社と株式会社ジェーシービー（以下「ジェーシービー」という）との提携に基づくJCBカード機能を有する「スズキ・JCBカード」 

 

第４条（特典及びサービスの利用） 

① 会員は、会社が提供する特典及びサービスを受ける場合、会社所定の方法でその提供を受けます。 

② 会員は、スズキが提供する特典及びサービスを受ける場合、スズキ所定の方法でその提供を受けます。 

③ 会員は、スズキ又は会社が自らが提供する特典及びサービス等についてその内容変更したり中止したりすることについてあらかじめ異議なく

承認します。 

 

第５条（会員情報の提供及び交換並びにその保護） 

① 会員は、スズキと会社との間において、双方の業務上必要な範囲で会員の提出した入会申込書・変更届に記載された情報及び会員の本カード

の利用に関し、知り得た情報（以下「会員情報等」という）を相互に提供し、業務上必要な範囲で自ら利用することをあらかじめ異議なく承

認します。 

② 会員は、会員情報等を業務上必要な範囲でスズキ及びスズキの関連会社たる株式会社スズキビジネスが利用することをあらかじめ異議なく承

認します。 

③ 会員は、スズキ及び株式会社スズキビジネス自らの扱うサービスや商品等について案内することに同意します。また、会員に対するアンケー

ト調査で収集した情報（以下「アンケート情報」という）は、業務上必要な範囲で自ら利用することをあらかじめ異議なく承認します。 

 

第６条（販売代理店との関係する特約） 

会員は、入会申込書又は変更届に記載されたスズキの特定の販売代理店（以下「代理店」という）にスズキ及び会社が認めた時期より帰属します。

ただし、入会の方法によっては、代理店へ帰属しない場合もあります。会員は、帰属する代理店によっては、代理店が独自に提供する特典及びサ

ービスを受けることができます。会員は、帰属する代理店が当該特典及びサービスを提供するに必要な範囲で、スズキ又は会社から会員情報等の

提供を受け、利用することをあらかじめ異議なく承諾します。 

 

第７条（会員情報の交換及びプライバシーの保護） 

スズキ及び会社は、自ら利用する会員情報等及びアンケート情報の利用と活用について機密性の保持とプライバシー保護に十分注意を払います。

スズキは、代理店及び株式会社スズキビジネスに対し会員情報等及びアンケート情報の利用と活用について機密性の保持とプライバシーの保護の

措置を合理的な範囲で講じます。 

 

第８条（規約の適用等） 

（１）会員は、本特約に定めのない事項については、セディナCFカード会員規約が適用されることをあらかじめ承認します。また、本 



特約がセディナCFカード会員規約と重複する事項については、本特約を優先します。 

（２）本特約を変更する場合は、会社はあらかじめ本人会員に変更事項を通知し、本人会員は家族会員に変更事項を説明するものとします。なお、

変更内容を通知、又は新会員特約を送付した後に会員がカードを利用したとき、又は通知後１週間経過し、異議等の申し出がないときは、会員は

変更内容を承認したものとみなします。 

 

カードは、ご予算に合わせて計画的にご利用ください。 

 

ＳＭＢＣファイナンスサービス株式会社 

〒460-8670 名古屋市中区丸の内三丁目23番20号 


